
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【経過】 

・八王子支社管内の駅で勤務している社員Ａは、フレキシブルな作業ダイヤにおいて休憩終了後

の作業を管理者に伝え、執務室を離れその作業を行う。 

・社員Ａが休憩終了後に執務室に居ないことで管理者の聞き取りが行われる。 

・聞き取りの際、認識の違いから管理者が激高し、社員Ａが恐怖を感じその場を離れようとする

が管理者に制止されソファに押さえつけられる。 

・首元を押さえつけられたため、首を絞められる形となる。 

・社員Ａが「パワハラですよ」と抗議するも、管理者は「それが何だ」と返答する。 

・身の危険を感じた社員Ａがその場から逃げようと、管理者を振り払った際に、管理者が尻もち

をつく。 

・社員Ａはその場から逃げようとしたが、管理者はすぐに起き上がり、社員Ａを掴んだ為、揉み

合いとなり、社員Ａは「助けて！」と２～３回叫び、他の社員が仲裁に入る。 

・社員Ａは、精神的ダメージもあり帰宅を希望するが管理者は所定勤務を命ずる。 

・その後、状況報告書の作成を命じられるが、管理者に状況報告書を作成しないと年休を承認し

ないと言われ、管理者の５～６回の添削を受け、報告書を作成する。 

・１か月後に面談が行われ、首都圏本部社員から「上司への暴行は罪が重い。傷害事件」「家族が

悲しむ」等と言われ、首都圏本部社員の指示により謝罪の状況報告書を作成する。 

・会社への恐怖を感じ、ＪＲ東労組に相談し加入する。 

・事象から約３ヵ月後、管理者を突き飛ばし傷害を負わせたという理由で出勤停止２０日間の処

分と出向が命じられる。 

・組合員 Aは出向に不服として簡易苦情処理申請（＊）を行う。 

 

 

 
（＊）ＪＲ東労組は、会社との間で労働協約を締結し、組合員が転勤や出向等、労働協約や就業規則等に関

して苦情を有する場合、「苦情処理会議」「簡易苦情処理会議」で労使議論ができる制度があります。

これは労働組合特有の権利であり、親睦会の会員はこのような制度はありません。 
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